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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒状金属部材を接合する摩擦攪拌接合方法
であって、
　前記筒状金属部材の端面同士を突き合わせるとともに、突合せ部の外周に枠状補助部材
を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工程と、
　前記枠状補助部材の外周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び
前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態
で前記突合せ部を摩擦攪拌する外側本接合工程と、を含むことを特徴とする摩擦攪拌接合
方法。
【請求項２】
　前記外側本接合工程後に、前記筒状金属部材の外周面から突出する前記枠状補助部材を
切除する切除工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項３】
　前記外側本接合工程を行う前に、前記枠状補助部材と前記筒状金属部材とを仮接合する
仮接合工程を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項４】
　攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒状金属部材を接合する摩擦攪拌接合方法
であって、
　前記筒状金属部材の端面同士を突き合わせるとともに、突合せ部の内周に枠状補助部材



(2) JP 6287751 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工程と、
　前記枠状補助部材の内周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び
前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態
で前記突合せ部を摩擦攪拌する内側本接合工程と、を含むことを特徴とする摩擦攪拌接合
方法。
【請求項５】
　前記内側本接合工程後に、前記筒状金属部材の内周面から突出する前記枠状補助部材を
切除する切除工程を含むことを特徴とする請求項４に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項６】
　前記内側本接合工程を行う前に、前記枠状補助部材と前記筒状金属部材とを仮接合する
仮接合工程を含むことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項７】
　前記突合せ工程では、前記突合せ部に形成された凹部に、前記凹部の深さよりも大きな
厚さの前記枠状補助部材を配置することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか一
項に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項８】
　前記凹部の両側壁と前記枠状補助部材との一対の突合せ部に対してそれぞれ摩擦攪拌を
行うことを特徴とする請求項７に記載の摩擦攪拌接合方法。
【請求項９】
　攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒状金属部材を接合する摩擦攪拌接合方法
であって、
　前記筒状金属部材の端面同士を突き合わせるとともに、突合せ部の外周及び内周にそれ
ぞれ枠状補助部材を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工程と、
　前記枠状補助部材の外周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び
前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態
で前記突合せ部を摩擦攪拌する外側本接合工程と、
　前記枠状補助部材の内周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び
前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態
で前記突合せ部を摩擦攪拌する内側本接合工程と、を含み、
　前記外側本接合工程で形成された塑性化領域と、前記内側本接合工程で形成された塑性
化領域とを重複させることを特徴とする摩擦攪拌接合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、摩擦攪拌によって一対の筒状金属部材を接合する摩擦攪拌接合方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一対の金属部材同士を接合する方法として、摩擦攪拌接合（ＦＳＷ＝Friction　Stir　
Welding）が知られている。摩擦攪拌接合は、回転ツールを金属部材同士の突合せ部に沿
って移動させ、回転ツールと金属部材との摩擦熱により突合せ部の金属を塑性流動させる
ことで、金属部材同士を固相接合するものである。
【０００３】
　特許文献１には、二つの筒状金属部材を摩擦攪拌で接合する摩擦攪拌接合方法が開示さ
れている。当該摩擦攪拌接合では、筒状金属部材の端面同士を突き合わせて突合せ部を形
成した後、当該突合せ部に沿って回転ツールを相対移動させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４７７４２５１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の摩擦攪拌接合方法では、回転ツールを突合せ部に押し込むと、回転ツールのショ
ルダ部の下端面で筒状金属部材を押圧するため、筒状金属部材に大きな圧力が作用する。
これにより、回転ツールの押圧力を筒状金属部材が支えられなくなり、回転ツールの攪拌
ピンがより深く差し込まれて筒状金属部材の内側に塑性流動化した金属材料が流出するお
それがある。
【０００６】
　かかる問題を解消する方法として、筒状金属部材とショルダ部とを離間させた状態で摩
擦攪拌を行うことが考えられるが、この方法によると塑性流動化した金属が外部に溢れや
すくなり金属不足になる可能性がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、筒状金属部材の内側又は外側への金属部材の流出を防ぐことができ
るとともに、摩擦攪拌による金属不足を防ぐことができる摩擦攪拌接合方法を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明は、攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒
状金属部材を接合する摩擦攪拌接合方法であって、前記筒状金属部材の端面同士を突き合
わせるとともに、突合せ部の外周に枠状補助部材を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工
程と、前記枠状補助部材の外周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材
及び前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた
状態で前記突合せ部を摩擦攪拌する外側本接合工程と、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒状金属部材を接合する
摩擦攪拌接合方法であって、前記筒状金属部材の端面同士を突き合わせるとともに、突合
せ部の内周に枠状補助部材を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工程と、前記枠状補助部
材の内周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び前記両筒状金属部
材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態で前記突合せ部を
摩擦攪拌する内側本接合工程と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　かかる方法によれば、枠状補助部材及び両筒状金属部材の両方、又は、枠状補助部材の
みに攪拌ピンのみを接触した状態で摩擦攪拌を行うため、従来の方法よりも筒状金属部材
に作用する押圧力を低減することができる。これにより、筒状金属部材の内側又は外側に
塑性流動化した金属が流出するのを防ぐことができる。また、回転ツールを挿入する側に
枠状補助部材を設けることにより、摩擦攪拌による金属不足を補うことができる。
【００１１】
　また、前記外側本接合工程後に、前記筒状金属部材の外周面から突出する前記枠状補助
部材を切除する切除工程を含むことが好ましい。また、前記内側本接合工程後に、前記筒
状金属部材の内周面から突出する前記枠状補助部材を切除する切除工程を含むことが好ま
しい。
【００１２】
　かかる方法によれば、筒状金属部材の外周面又は内周面を平滑にすることができる。
【００１３】
　また、前記外側本接合工程を行う前に、前記枠状補助部材と前記筒状金属部材とを仮接
合する仮接合工程を含むことが好ましい。また、前記内側本接合工程を行う前に、前記枠
状補助部材と前記筒状金属部材とを仮接合する仮接合工程を含むことが好ましい。
【００１４】
　かかる方法によれば、筒状金属部材に対して枠状補助部材が固定されるため、外側本接
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合工程又は内側本接合工程を安定して行うことができる。
【００１５】
　また、前記突合せ工程では、前記突合せ部に形成された凹部に、前記凹部の深さよりも
大きな厚さの前記枠状補助部材を配置することが好ましい。
【００１６】
　かかる方法によれば、枠状補助部材の位置決めを容易に行うことができるとともに、外
側本接合工程又は内側本接合工程を安定して行うことができる。また、枠状補助部材の厚
さを凹部の深さよりも大きくすることにより、金属不足を確実に防ぐことができる。
【００１７】
　また、前記凹部の両側壁と前記枠状補助部材との一対の突合せ部に対してそれぞれ摩擦
攪拌を行うことが好ましい。
【００１８】
　かかる方法によれば、一対の突合せ部が摩擦攪拌されるため、水密性及び気密性を高め
ることができる。
【００１９】
　また、本発明は、攪拌ピンを備えた回転ツールを用いて二つの筒状金属部材を接合する
摩擦攪拌接合方法であって、前記筒状金属部材の端面同士を突き合わせるとともに、突合
せ部の外周及び内周にそれぞれ枠状補助部材を配置して前記突合せ部を覆う突合せ工程と
、前記枠状補助部材の外周面から回転した前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び
前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態
で前記突合せ部を摩擦攪拌する外側本接合工程と、前記枠状補助部材の内周面から回転し
た前記攪拌ピンを挿入し、前記枠状補助部材及び前記両筒状金属部材、又は、前記枠状補
助部材のみに前記攪拌ピンのみを接触させた状態で前記突合せ部を摩擦攪拌する内側本接
合工程と、を含み、前記外側本接合工程で形成された塑性化領域と、前記内側本接合工程
で形成された塑性化領域とを重複させることを特徴とする。
【００２０】
　かかる方法によれば、枠状補助部材及び両筒状金属部材の両方、又は、枠状補助部材の
みに攪拌ピンのみを接触した状態で摩擦攪拌を行うため、従来の方法よりも筒状金属部材
に作用する押圧力を低減することができる。これにより、筒状金属部材の内側又は外側に
塑性流動化した金属が流出するのを防ぐことができる。また、枠状補助部材を設けること
により、摩擦攪拌による金属不足を補うことができる。また、突合せ部の外側に形成され
た塑性化領域と内側に形成された塑性化領域とを重複させることにより、突合せ部の全体
が摩擦攪拌されるため、水密性及び気密性を高めることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る摩擦攪拌接合方法によれば、筒状金属部材の内側又は外側への金属部材の
流出を防ぐことができるとともに、摩擦攪拌による金属不足を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本接合用回転ツールを示す側面図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る摩擦攪拌接合の筒状金属部材及び外側枠状補助部材
を示す斜視図である。
【図３】第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の突合せ工程及び仮接合工程を示す断面図
である。
【図４】第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の外側本接合工程を示す断面図である。
【図５】第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の外側本接合工程を示す図であって、（ａ
）は斜視図であり、（ｂ）は断面図である。
【図６】（ａ）は第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の切除工程前を示す断面図であり
、（ｂ）は切除工程後を示す断面図である。
【図７】第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の変形例を示す斜視図であって、（ａ）は
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突合せ工程を示し、（ｂ）は外側本接合工程を示す。
【図８】（ａ）は本発明の第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の筒状金属部材及び外側
枠状補助部材を示す斜視図であり、（ｂ）は凹部を示す断面図である。
【図９】第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の突合せ工程及び仮接合工程を示す断面図
である。
【図１０】第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の外側本接合工程を示す断面図である。
【図１１】（ａ）は第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の切除工程前を示す断面図であ
り、（ｂ）は切除工程後を示す断面図である。
【図１２】第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の補修工程を示す断面図である。
【図１３】第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の変形例を示す斜視図であって、（ａ）
は突合せ工程を示し、（ｂ）は外側本接合工程を示す。
【図１４】本発明の第三実施形態に係る摩擦攪拌接合の筒状金属部材及び内側枠状補助部
材を示す斜視図である。
【図１５】第三実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の突合せ工程及び仮接合工程を示す断面
図である。
【図１６】第三実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の内側本接合工程を示す断面図である。
【図１７】図１６のＩ－Ｉ断面図である。
【図１８】（ａ）は第三実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の切除工程前を示す断面図であ
り、（ｂ）は切除工程後を示す断面図である。
【図１９】（ａ）は本発明の第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の筒状金属部材及び内
側枠状補助部材を示す斜視図であり、（ｂ）は凹部を示す断面図である。
【図２０】第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の突合せ工程及び仮接合工程を示す断面
図である。
【図２１】第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の内側本接合工程を示す断面図である。
【図２２】第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法の補修工程を示す断面図である。
【図２３】第五実施形態に係る内側本接合工程を示す断面図である。
【図２４】第六実施形態に係る内側本接合工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。まずは、本実施形態で用い
る本接合用回転ツールについて説明する。
【００２４】
　図１に示すように、本接合用回転ツールＦは、連結部Ｆ１と、攪拌ピンＦ２とで構成さ
れている。本接合用回転ツールＦは、特許請求の範囲の「回転ツール」に相当する。本接
合用回転ツールＦは、例えば工具鋼で形成されている。連結部Ｆ１は、摩擦攪拌装置の回
転軸に連結される部位である。連結部Ｆ１は円柱状を呈し、ボルトが締結されるネジ孔Ｂ
，Ｂが形成されている。
【００２５】
　攪拌ピンＦ２は、連結部Ｆ１から垂下しており、連結部Ｆ１と同軸になっている。攪拌
ピンＦ２は連結部Ｆ１から離間するにつれて先細りになっている。
【００２６】
　攪拌ピンＦ２の外周面には螺旋溝Ｆ３が刻設されている。本実施形態では、本接合用回
転ツールＦを右回転させるため、螺旋溝Ｆ３は、基端から先端に向かうにつれて左回りに
形成されている。言い換えると、螺旋溝Ｆ３は、螺旋溝Ｆ３を基端から先端に向けてなぞ
ると上から見て左回りに形成されている。
【００２７】
　なお、本接合用回転ツールＦを左回転させる場合は、螺旋溝Ｆ３を基端から先端に向か
うにつれて右回りに形成することが好ましい。言い換えると、この場合の螺旋溝Ｆ３は、
螺旋溝Ｆ３を基端から先端に向けてなぞると上から見て右回りに形成されている。螺旋溝
Ｆ３をこのように設定することで、摩擦攪拌の際に塑性流動化した金属が螺旋溝Ｆ３によ
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って攪拌ピンＦ２の先端側に導かれる。これにより、被接合金属部材（筒状金属部材１，
１）の外部に溢れ出る金属の量を少なくすることができる。
【００２８】
　本接合用回転ツールＦを用いて摩擦攪拌接合をする際には、被接合金属部材に回転した
攪拌ピンＦ２のみを挿入し、被接合金属部材と連結部Ｆ１とは離間させつつ移動させる。
本接合用回転ツールＦの詳細な接合形態については後記する。
【００２９】
［第一実施形態］
　次に、第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。図２に示すように、本
実施形態では、筒状金属部材１，１同士を突き合わせるとともに、外側枠状補助部材１１
を配置して摩擦攪拌によって接合する。
【００３０】
　筒状金属部材１，１は、円筒状の金属製部材であって、それぞれ同等の形状になってい
る。筒状金属部材１，１は、少なくとも突き合わされる部分が同等の形状であればよい。
筒状金属部材１，１は同等の材料で形成されている。筒状金属部材１の材料は、摩擦攪拌
可能な金属であれば特に制限されないが、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、銅
、銅合金、チタン、チタン合金、 マグネシウム、マグネシウム合金等から適宜選択すれ
ばよい。
【００３１】
　外側枠状補助部材（枠状補助部材）１１は、円筒状の金属部材である。外側枠状補助部
材１１の材料は特に制限されないが、本実施形態のように筒状金属部材１と同等であるこ
とが好ましい。外側枠状補助部材１１の内径は、筒状金属部材１の外径と略同等になって
いる。外側枠状補助部材１１の板厚は一定になっている。
【００３２】
　第一実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、外側本接合
工程と、切除工程とを行う。
【００３３】
　突合せ工程は、図３に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き合
わせるとともに、第一突合せ部Ｊ１の外周に外側枠状補助部材１１を配置して第一突合せ
部Ｊ１を覆う工程である。突合せ工程により、筒状金属部材１，１の外周面１ｂ，１ｂが
面一になるとともに内周面１ｃ，１ｃが面一になる。また、筒状金属部材１，１の外周面
１ｂ，１ｂと外側枠状補助部材１１の内周面１１ｂとが面接触する。
【００３４】
　仮接合工程は、図３に示すように、筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材１１とを仮
接合する工程である。筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材１１との接合方法は特に制
限されないが、本実施形態では溶接で接合している。筒状金属部材１，１と外側枠状補助
部材１１との入隅部には、溶接金属Ｗ０，Ｗ０が形成される。仮接合工程によって、筒状
金属部材１，１に対して外側枠状補助部材１１が固定される。
【００３５】
　外側本接合工程は、図４に示すように、本接合用回転ツールＦを用いて第一突合せ部Ｊ
１の外側から摩擦攪拌する工程である。外側本接合工程では、本接合用回転ツールＦを外
側枠状補助部材１１の外周面１１ａから所定の深さで挿入する。そして、外側枠状補助部
材１１に対して本接合用回転ツールＦを相対移動させて第一突合せ部Ｊ１の全長を摩擦攪
拌する。
【００３６】
　図５の（ａ）及び（ｂ）に示すように、外側本接合工程は、本実施形態では回転装置Ｒ
を用いる。回転装置Ｒは、筒状金属部材１，１の軸心周りに筒状金属部材１，１を回転さ
せる装置である。回転装置Ｒは、第一回転ローラＲ１，Ｒ１と、第二回転ローラＲ２，Ｒ
２とで構成されている。
【００３７】
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　第一回転ローラＲ１，Ｒ１は、円柱状を呈する。第一回転ローラＲ１，Ｒ１は、駆動装
置に接続されており、第一回転ローラＲ１の軸心周りに正逆回転可能になっている。第一
回転ローラＲ１の外周面Ｒ１ｃは、一方の筒状金属部材１の外周面１ｂと接触している。
第一回転ローラＲ１，Ｒ１は同じ高さ位置において、離間して配置されている。
【００３８】
　第二回転ローラＲ２，Ｒ２は、円柱状を呈する。第二回転ローラＲ２，Ｒ２は、駆動装
置に接続されており、第二回転ローラＲ２の軸心周りに正逆回転可能になっている。第二
回転ローラＲ２，Ｒ２は、他方の筒状金属部材１の外周面１ｂと接触している。第二回転
ローラＲ２，Ｒ２は同じ高さ位置において、離間して配置されている。
【００３９】
　回転装置Ｒは、第一回転ローラＲ１，Ｒ１及び第二回転ローラＲ２，Ｒ２が各軸心周り
に一方向（例えば、右回り）に回転することにより、当該回転力が筒状金属部材１，１に
伝達され、筒状金属部材１，１が筒状金属部材１の軸心周りに他方向（左回り）に回転す
るように構成されている。
【００４０】
　外側本接合工程では、まず、回転装置Ｒ上に筒状金属部材１，１を配置した後、右回転
させた本接合用回転ツールＦを降下させて、外側枠状補助部材１１の外周面１１ａから攪
拌ピンＦ２を所定の深さで挿入する。そして、本接合用回転ツールＦの位置は固定した状
態で、回転装置Ｒを駆動させて筒状金属部材１，１を軸心周りに回転させる。これにより
、図５の（ｂ）に示すように、第一突合せ部Ｊ１が摩擦攪拌される。
【００４１】
　外側本接合工程では、外側枠状補助部材１１を貫通させ攪拌ピンＦ２の先端を筒状金属
部材１，１に接触させる。外側本接合工程では、筒状金属部材１，１及び外側枠状補助部
材１１に回転した攪拌ピンＦ２のみを挿入し、外側枠状補助部材１１と連結部Ｆ１とは離
間させつつ相対移動させる。言い換えると、攪拌ピンＦ２の基端部は露出させた状態で摩
擦攪拌接合を行う。本接合用回転ツールＦの移動軌跡には摩擦攪拌された金属が硬化する
ことにより外側塑性化領域Ｗ１が形成される。
【００４２】
　外側塑性化領域Ｗ１は、一定の深さで形成される。外側塑性化領域Ｗ１の始端と終端と
はオーバーラップするように設定することが好ましい。これにより、第一突合せ部Ｊ１の
全長を確実に摩擦攪拌することができる。
【００４３】
　なお、本接合用回転ツールＦの挿入深さは、本接合用回転ツールＦが筒状金属部材１，
１に接触せず、外側枠状補助部材１１にのみ接触するように設定してもよい。この場合は
、攪拌ピンＦ２と外側枠状補助部材１１との接触によって生じた摩擦熱で、筒状金属部材
１，１が塑性流動化されることにより第一突合せ部Ｊ１が接合される。
【００４４】
　また、本接合用回転ツールＦを離脱させる際には、本接合用回転ツールＦと外側枠状補
助部材１１及び筒状金属部材１，１とを相対的に移動させつつ、攪拌ピンＦ２を外側枠状
補助部材１１から徐々に引き抜くようにしてもよい。本接合用回転ツールＦの形状、回転
数や送り速度等の条件にもよるが、抜き跡の深さを細かく調整することが可能である。ま
た、本実施形態では回転装置Ｒを用いたが、他の装置を用いて筒状金属部材１，１を回転
させてもよいし、ロボットアームの先端に本接合用回転ツールＦを取り付けて、固定され
た筒状金属部材１，１周りに本接合用回転ツールＦを移動させてもよい。
【００４５】
　切除工程は、筒状金属部材１の外周面１ｂから突出する外側枠状補助部材１１を切除す
る工程である。図６の（ａ）に示すように、外側本接合工程を行うと、外側枠状補助部材
１１の外周面１１ａには凹溝１２が形成されるとともに、凹溝１２の周囲にバリＶが形成
される。本実施形態では、ショルダ部で塑性流動化した金属を押さえないで外側本接合工
程を行うため、摩擦攪拌によって形成される凹溝１２が深くなる傾向にあるとともにバリ
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Ｖが多く発生しやすい。
【００４６】
　外側本接合工程によって形成される凹溝１２の底面１２ａは、筒状金属部材１の外周面
１ｂよりも上方に位置している。外側枠状補助部材１１の厚さや形状等は、外側本接合工
程によって形成された凹溝１２の底面１２ａが筒状金属部材１の外周面１ｂよりも上方に
位置するように設定することが好ましい。
【００４７】
　切除工程は、本実施形態では、外側枠状補助部材１１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除
する。切除工程では、図６の（ａ）に示すように、筒状金属部材１の外周面１ｂを含む基
準面に沿って、外側枠状補助部材１１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除する。これにより
、図６の（ｂ）に示すように、筒状金属部材１の外周面１ｂと外側塑性化領域Ｗ１の表面
とは面一になる。
【００４８】
　なお、切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂを含む基準面よりも上方（凹溝１２
側）の位置で切除してもよい。つまり、切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂから
突出する外側枠状補助部材１１の一部を切除するだけでもよい。また、切除工程は省略し
てもよい。
【００４９】
　以上説明した本実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、筒状金属部材１，１及び外側枠
状補助部材１１の両方、又は、外側枠状補助部材１１のみに攪拌ピンＦ２のみを接触した
状態で摩擦攪拌を行うため、従来の方法よりも筒状金属部材１，１に作用する押圧力を低
減することができる。これにより、筒状金属部材１，１の内側に塑性流動化した金属が流
出するのを防ぐことができる。また、本接合用回転ツールＦを挿入する側に枠状補助部材
を設けることにより、摩擦攪拌による金属不足を補うことができる。
【００５０】
　また、切除工程を行うことで、筒状金属部材１，１の外周面１ｂ，１ｂを平滑にするこ
とができる。また、外側本接合工程を行う前に、外側枠状補助部材１１と筒状金属部材１
，１とを仮接合することで、筒状金属部材１，１に対して外側枠状補助部材１１が固定さ
れるため、外側本接合工程を安定して行うことができる。
【００５１】
　以上本発明の第一実施形態について説明したが、本発明の趣旨に反しない範囲において
適宜設計変更が可能である。例えば、第一実施形態では筒状金属部材１、１は円筒状を呈
する部材であったが、他の形状であってもよい。
【００５２】
［変形例］
　図７の（ａ）及び（ｂ）に示す第一実施形態の変形例では、筒状金属部材１Ａ，１Ａが
矩形筒状を呈する。また、外側枠状補助部材１１Ａも矩形枠状を呈する。外側枠状補助部
材１１Ａの内周面１１Ａｂは、筒状金属部材１Ａの外周面と面接触するようになっている
。
【００５３】
　第一実施形態の変形例では、第一実施形態と同じ要領で突合せ工程と、仮接合工程と、
外側本接合工程と、切除工程とを行う。図７の（ｂ）に示すように、外側本接合工程では
、外側枠状補助部材１１Ａの外周面１１Ａａから本接合用回転ツールＦを挿入して、本接
合用回転ツールＦを直線状に相対移動させて、第一突合せ部に対して摩擦攪拌を行う。当
該変形例でも、第一実施形態と略同等の効果を奏することができる。
【００５４】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。第二実施形態
に係る摩擦攪拌接合方法では、筒状金属部材１，１が突き合わされる部位に凹部を設ける
点で第一実施形態と相違する。
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【００５５】
　図８の（ａ）に示すように、筒状金属部材１，１は円筒状を呈する。筒状金属部材１，
１の端部の外側には、段差部１０がそれぞれ形成されている。段差部１０は、段差端面１
０ａと、段差端面１０ａに対して垂直な段差周面１０ｂとで形成されている。図８の（ｂ
）に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き合わせると突合せ部Ｊ
１が形成される。また、段差部１０，１０が突き合わされることにより、凹部３０が形成
される。凹部３０は、筒状金属部材１，１の外側において、周方向に亘って形成される。
【００５６】
　外側枠状補助部材（枠状補助部材）２１は、円筒状の金属部材である。外側枠状補助部
材２１の材料は特に制限されないが、本実施形態のように筒状金属部材１と同等であるこ
とが好ましい。外側枠状補助部材２１の内周面２１ｂは、段差周面１０ｂと面接触するよ
うになっている。外側枠状補助部材２１の板厚は一定になっている。
【００５７】
　第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、外側本接合
工程と、切除工程と、補修工程とを行う。
【００５８】
　突合せ工程は、図９に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き合
わせるとともに、第一突合せ部Ｊ１の外周に形成された凹部３０に外側枠状補助部材２１
を配置して第一突合せ部Ｊ１を覆う工程である。つまり、筒状金属部材１，１の端面１ａ
，１ａ同士を突き合わせる際に、外側枠状補助部材２１は凹部３０に挟み込まれるように
配置される。
【００５９】
　突合せ工程により、筒状金属部材１，１の外周面１ｂ，１ｂが同一面上に位置するとと
もに内周面１ｃ，１ｃが面一になる。また、凹部３０の底面を構成する段差周面１０ｂ，
１０ｂと外側枠状補助部材２１の内周面２１ｂとが面接触する。また、凹部３０の側壁を
構成する段差端面１０ａ，１０ａと外側枠状補助部材２１の側面２１ｃ，２１ｃとが面接
触する。つまり、外側枠状補助部材２１は、凹部３０に隙間なく配置される。
【００６０】
　外側枠状補助部材２１の厚さは、凹部３０の深さよりも大きくなっている。外側枠状補
助部材２１の厚さは、本実施形態では、凹部３０の深さの２倍程度になっている。
【００６１】
　仮接合工程は、図９に示すように、筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材２１とを仮
接合する工程である。筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材２１との接合方法は特に制
限されないが、本実施形態では溶接で接合している。筒状金属部材１，１と外側枠状補助
部材２１との入隅部には、溶接金属Ｗ０，Ｗ０が形成される。仮接合工程によって、筒状
金属部材１，１に対して外側枠状補助部材２１が固定される。
【００６２】
　外側本接合工程は、図１０に示すように、本接合用回転ツールＦを用いて第一突合せ部
Ｊ１の外側から摩擦攪拌を行う工程である。外側本接合工程では、本接合用回転ツールＦ
を外側枠状補助部材２１の外周面２１ａから所定の深さで挿入する。そして、外側枠状補
助部材２１対して本接合用回転ツールＦを相対移動させて第一突合せ部Ｊ１の全長を摩擦
攪拌する。第二実施形態に係る外側本接合工程は、第一実施形態に係る外側本接合工程と
略同等であるため詳細な説明は省略する。
【００６３】
　切除工程は、筒状金属部材１の外周面１ｂから突出する外側枠状補助部材２１を切除す
る工程である。図１１の（ａ）に示すように、外側本接合工程を行うと、外側枠状補助部
材２１の外周面２１ａには凹溝２２が形成されるとともに、凹溝２２の周囲にバリＶが形
成される。本実施形態では、ショルダ部で塑性流動化した金属を押さえないで外側本接合
工程を行うため、摩擦攪拌によって形成される凹溝２２が深くなる傾向にあるとともにバ
リＶが多く発生しやすい。
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【００６４】
　外側本接合工程によって形成される凹溝２２の底面２２ａは、筒状金属部材１の外周面
１ｂよりも上方に位置している。外側枠状補助部材２１の厚さや形状等は、外側本接合工
程によって形成された凹溝２２の底面２２ａが筒状金属部材１の外周面１ｂよりも上方に
位置するように設定することが好ましい。
【００６５】
　切除工程は、本実施形態では、外側枠状補助部材２１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除
する。切除工程では、図１１の（ａ）に示すように、筒状金属部材１の外周面１ｂを含む
基準面に沿って、外側枠状補助部材２１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除する。これによ
り、図１１の（ｂ）に示すように、筒状金属部材１の外周面１ｂ、切除後の外側枠状補助
部材２１の表面及び切除後の外側塑性化領域Ｗ１の表面は面一になる。
【００６６】
　なお、切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂを含む基準面よりも上方（凹溝２２
側）の位置で切除してもよい。つまり、切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂから
突出する外側枠状補助部材２１の一部を切除するだけでもよい。また、切除工程は省略し
てもよい。切除工程を行うと、外側枠状補助部材２１の側面２１ｃと筒状金属部材１，１
とがそれぞれ突き合わされた一対の第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２が露出する。
【００６７】
　補修工程は、第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に対して摩擦攪拌接合を行う工程である。図１２
に示すように、補修工程では、小型回転ツールＨを用いて第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に対し
て摩擦攪拌を行う。小型回転ツールＨは、ショルダ部とショルダ部に突設された攪拌ピン
とで構成されている。
【００６８】
　補修工程では、前記した回転装置Ｒ（図５参照）を用いて、筒状金属部材１，１を軸心
周りに回転させながら摩擦攪拌を行う。補修工程では、第二突合せ部Ｊ２に小型回転ツー
ルＨのショルダ部を数ミリ程度押込んだ後、小型回転ツールＨの位置は固定した状態で、
筒状金属部材１，１を軸心周りに回転させる。これにより、第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２の周
方向の全体が摩擦攪拌される。小型回転ツールＨの移動軌跡には塑性化領域Ｗ２，Ｗ２が
形成される。補修工程では、第二突合せ部Ｊ２の深さ方向の全体が摩擦攪拌されることが
好ましい。これにより、水密性及び気密性を高めることができる。なお、補修工程は省略
してもよい。
【００６９】
　以上説明した第二実施形態に係る摩擦攪拌接合方法によっても第一実施形態と略同等の
効果を得ることができる。また、凹部３０を設けることにより、筒状金属部材１，１に対
する外側枠状補助部材２１の位置決めを容易に行うことができるとともに、外側本接合工
程を安定して行うことができる。また、本実施形態では、凹部３０に外側枠状補助部材２
１を配置するとともに仮接合工程を行うため、より安定して外側本接合工程を行うことが
できる。
【００７０】
　また、補修工程を行うことで、外側枠状補助部材２１と筒状金属部材１，１とが突き合
わされて形成された第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２が摩擦攪拌される。これにより、筒状金属部
材１，１の水密性及び気密性を向上させることができる。また、本実施形態のように仮接
合工程を溶接によって行う場合、切除工程を行った後に筒状金属部材１の外周面１ｂが変
色していたり、改質したりする場合があるが、補修工程を行うことでこれらの変色箇所や
改質箇所等の接合痕を補修することができる。
【００７１】
　以上本発明の第二実施形態について説明したが、本発明の趣旨に反しない範囲において
適宜設計変更が可能である。例えば、第二実施形態では筒状金属部材１，１は円筒状を呈
する部材であったが、他の形状であってもよい。
【００７２】
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［変形例］
　図１３の（ａ）及び（ｂ）に示す第二実施形態の変形例では、筒状金属部材１Ｂ，１Ｂ
が矩形筒状を呈する。筒状金属部材１Ｂ，１Ｂの端部の外側には、段差部１０Ｂ，１０Ｂ
がそれぞれ形成されている。段差部１０Ｂは、段差端面１０Ｂａと、段差端面１０Ｂａに
対して垂直な段差周面１０Ｂｂとで形成されている。具体的な図示は省略するが、筒状金
属部材１Ｂ，１Ｂの端面１Ｂａ，１Ｂａ同士を突き合わせると突合せ部が形成されるとと
もに、凹部が形成される。
【００７３】
　外側枠状補助部材２１Ａも矩形枠状を呈する。外側枠状補助部材２１Ａは、筒状金属部
材１Ｂ，１Ｂが突き合わされて形成された凹部に配置される。具体的には、筒状金属部材
１Ｂ，１Ｂの端面１Ｂａ，１Ｂａ同士を突き合わせる際に、外側枠状補助部材２１Ａは凹
部に挟み込まれるように配置される。外側枠状補助部材２１Ａの厚さは、当該凹部の深さ
よりも大きくなっている。外側枠状補助部材２１Ａの内周面２１Ａｂは、凹部の底面（段
差周面１０Ｂｂ，１０Ｂｂ）と面接触するようになっている。
【００７４】
　第二実施形態の変形例では、第二実施形態と同じ要領で突合せ工程と、仮接合工程と、
外側本接合工程と、切除工程と、補修工程とを行う。図１３の（ｂ）に示すように、外側
本接合工程では、外側枠状補助部材２１Ａの外周面２１Ａａから本接合用回転ツールＦを
挿入して、本接合用回転ツールＦを直線状に相対移動させて、第一突合せ部に対して摩擦
攪拌を行う。当該変形例でも、第二実施形態と略同等の効果を奏することができる。
【００７５】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。第三実施形態
に係る摩擦攪拌接合方法では、内側枠状補助部材３１を用いて筒状金属部材１，１の内側
から接合する点で第一実施形態と相違する。
【００７６】
　図１４に示すように、筒状金属部材１，１は第一実施形態と同等である。内側枠状補助
部材３１は、円筒状の金属部材である。内側枠状補助部材３1の材料は特に制限されない
が、本実施形態のように筒状金属部材１と同等であることが好ましい。内側枠状補助部材
３１の外径は、筒状金属部材１の内径と略同等になっている。内側枠状補助部材３１の板
厚は一定になっている。
【００７７】
　第三実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、内側本接合
工程と、切除工程とを行う。
【００７８】
　突合せ工程は、図１５に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き
合わせるとともに、第一突合せ部Ｊ１の内周に内側枠状補助部材３１を配置して第一突合
せ部Ｊ１を覆う工程である。
【００７９】
　突合せ工程により、筒状金属部材１，１の外周面１ｂ，１ｂが面一になるとともに内周
面１ｃ，１ｃが面一になる。また、筒状金属部材１，１の内周面１ｃ，１ｃと内側枠状補
助部材３１の外周面３１ａとが面接触する。
【００８０】
　仮接合工程は、図１５に示すように、筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材３１とを
仮接合する工程である。筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材３１との接合方法は特に
制限されないが、本実施形態では溶接で接合している。筒状金属部材１，１と内側枠状補
助部材３１との入隅部には、溶接金属Ｗ０，Ｗ０が形成される。仮接合工程によって、筒
状金属部材１，１に対して内側枠状補助部材３１が固定される。
【００８１】
　内側本接合工程は、図１６に示すように、本接合用回転ツールＦを用いて第一突合せ部
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Ｊ１の内側から摩擦攪拌する工程である。内側本接合工程では、本接合用回転ツールＦを
用いて第一突合せ部Ｊ１の内側から摩擦攪拌を行う工程である。具体的な図示は省略する
が、例えば、ロボットアームの先端に本接合用回転ツールＦを取り付けておき、ロボット
アームを筒状金属部材１の開口部から挿入することによって、第一突合せ部Ｊ１の内側か
ら摩擦攪拌を行うことができる。内側本接合工程では、本接合用回転ツールＦを内側枠状
補助部材３１の内周面３１ｂから所定の深さで挿入する。内側本接合工程の本接合用回転
ツールＦの挿入深さは、本接合用回転ツールＦが内側枠状補助部材３１及び筒状金属部材
１，１の両方に接触するように設定しているが、本接合用回転ツールＦが内側枠状補助部
材３１のみに接触するように設定してもよい。
【００８２】
　そして、内側枠状補助部材３１に対して本接合用回転ツールＦを相対移動させて第一突
合せ部Ｊ１の全長を摩擦攪拌する。本接合用回転ツールＦの移動軌跡には内側塑性化領域
Ｗ３が形成される。
【００８３】
　図１７に示すように、第三実施形態では回転装置Ｒを用いて摩擦攪拌を行う。第三実施
形態に係る内側本接合工程は、筒状金属部材１，１の内側から摩擦攪拌を行うことを除い
ては第一実施形態に係る外側本接合工程と略同等であるため詳細な説明は省略する。
【００８４】
　切除工程は、筒状金属部材１の内周面１ｃから突出する内側枠状補助部材３１を切除す
る工程である。図１８の（ａ）に示すように、内側本接合工程を行うと、内側枠状補助部
材３１の内周面３１ｂには凹溝３２が形成されるとともに、凹溝３２の周囲にバリＶが形
成される。本実施形態では、ショルダ部で塑性流動化した金属を押さえないで内側本接合
工程を行うため、摩擦攪拌によって形成される凹溝３２が深くなる傾向にあるとともにバ
リＶが多く発生しやすい。
【００８５】
　内側本接合工程によって形成される凹溝３２の底面３２ａは、筒状金属部材１の内周面
１ｃよりも上方に位置している。内側枠状補助部材３１の厚さや形状等は、内側本接合工
程によって形成された凹溝３２の底面３２ａが筒状金属部材１の内周面１ｃよりも上方に
位置するように設定することが好ましい。
【００８６】
　切除工程は、本実施形態では、内側枠状補助部材３１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除
する。切除工程では、図１８の（ａ）に示すように、筒状金属部材１の内周面１ｃを含む
基準面に沿って、内側枠状補助部材３１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除する。これによ
り、図１８の（ｂ）に示すように、筒状金属部材１の内周面１ｃと内側塑性化領域Ｗ３の
表面とは面一になる。
【００８７】
　なお、切除工程では、筒状金属部材１の内周面１ｃを含む基準面よりも上方（凹溝３２
側）の位置で切除してもよい。つまり、切除工程では、筒状金属部材１の内周面１ｃから
突出する内側枠状補助部材３１の一部を切除するだけでもよい。また、切除工程は省略し
てもよい。
【００８８】
　以上説明した本実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、筒状金属部材１，１及び内側枠
状補助部材３１の両方、又は、内側枠状補助部材３１のみに攪拌ピンＦ２のみを接触した
状態で摩擦攪拌を行うため、従来の方法よりも筒状金属部材１，１に作用する押圧力を低
減することができる。これにより、筒状金属部材１，１の外側に塑性流動化した金属が流
出するのを防ぐことができる。また、本接合用回転ツールＦを挿入する側に枠状補助部材
を設けることにより、摩擦攪拌による金属不足を補うことができる。
【００８９】
　また、切除工程を行うことで、筒状金属部材１，１の内周面１ｃ，１ｃを平滑にするこ
とができる。また、内側本接合工程を行う前に、内側枠状補助部材３１と筒状金属部材１



(13) JP 6287751 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

，１とを仮接合することで、筒状金属部材１，１に対して内側枠状補助部材３１が固定さ
れるため、内側本接合工程を安定して行うことができる。
【００９０】
　以上本発明の第三実施形態について説明したが、本発明の趣旨に反しない範囲において
適宜設計変更が可能である。例えば、第三実施形態では筒状金属部材１，１は円筒状を呈
する部材であったが、他の形状であってもよい。具体的な図示は省略するが、図７を参照
するように、第三実施形態に係る摩擦攪拌接合の筒状金属部材１，１及び内側枠状補助部
材３１を矩形筒状としてもよい。
【００９１】
［第四実施形態］
　次に、本発明の第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。第四実施形態
に係る摩擦攪拌接合方法では、筒状金属部材１，１が突き合わされる部位に凹部を設ける
点で第三実施形態と相違する。
【００９２】
　図１９の（ａ）に示すように、筒状金属部材１，１は円筒状を呈する。筒状金属部材１
，１の端部の内側には、段差部４０がそれぞれ形成されている。段差部４０は、段差端面
４０ａと、段差端面４０ａに対して垂直な段差周面４０ｂとで形成されている。図１９の
（ｂ）に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き合わせると、突合
せ部Ｊ１が形成される。また、段差部４０，４０が突き合わされることにより、凹部４２
が形成される。凹部４２は、筒状金属部材１，１の内側において、周方向に亘って形成さ
れる。
【００９３】
　内側枠状補助部材（枠状補助部材）４１は、円筒状の金属部材である。内側枠状補助部
材４１の材料は特に制限されないが、本実施形態のように筒状金属部材１と同等であるこ
とが好ましい。内側枠状補助部材４１の外周面４１ａは、段差周面４０ｂと面接触するよ
うになっている。内側枠状補助部材４１の板厚は一定になっている。
【００９４】
　第四実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、内側本接合
工程と、切除工程と、補修工程とを行う。
【００９５】
　突合せ工程は、図１９に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突き
合わせるとともに、第一突合せ部Ｊ１の内周に形成された凹部４２に内側枠状補助部材４
１を配置して第一突合せ部Ｊ１を覆う工程である。つまり、筒状金属部材１，１の端面１
ａ，１ａ同士を突き合わせる際に、内側枠状補助部材４１は凹部４２に挟み込まれるよう
に配置される。
【００９６】
　突合せ工程により、筒状金属部材１，１の外周面１ｂ，１ｂが面一になるとともに内周
面１ｃ，１ｃが同一面上に位置する。また、図２０に示すように、凹部４２の底面を構成
する段差周面４０ｂ，４０ｂと内側枠状補助部材４１の外周面４１ａとが面接触する。ま
た、凹部４２の側壁を構成する段差端面４０ａ，４０ａと内側枠状補助部材４１の側面４
１ｃ，４１ｃとが面接触する。
【００９７】
　仮接合工程は、図２０に示すように、筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材４１とを
仮接合する工程である。筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材４１との接合方法は特に
制限されないが、本実施形態では溶接で接合している。筒状金属部材１，１と内側枠状補
助部材４１との入隅部には、溶接金属Ｗ０，Ｗ０が形成される。仮接合工程によって、筒
状金属部材１，１に対して内側枠状補助部材４１が固定される。
【００９８】
　内側本接合工程は、図２１に示すように、本接合用回転ツールＦを用いて第一突合せ部
Ｊ１の内側から摩擦攪拌を行う工程である。内側本接合工程では、本接合用回転ツールＦ
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を内側枠状補助部材４１の内周面４１ｂから所定の深さで挿入する。そして、内側枠状補
助部材４１に対して本接合用回転ツールＦを相対移動させて第一突合せ部Ｊ１の全長を摩
擦攪拌する。第四実施形態に係る内側本接合工程は、第三実施形態に係る内側本接合工程
と略同等であるため詳細な説明は省略する。
【００９９】
　切除工程は、本実施形態では、内側枠状補助部材４１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除
する。切除工程では、図２１に示すように、筒状金属部材１の内周面１ｃを含む基準面に
沿って、内側枠状補助部材４１、バリＶ及び溶接金属Ｗ０を切除する。これにより、図２
２に示すように、筒状金属部材１の内周面１ｃと内側塑性化領域Ｗ３の表面とは面一にな
る。
【０１００】
　なお、切除工程では、筒状金属部材１の内周面１ｃを含む基準面よりも上方の位置で切
除してもよい。つまり、切除工程では、筒状金属部材１の内周面１ｃから突出する内側枠
状補助部材４１の一部を切除するだけでもよい。また、切除工程は省略してもよい。
【０１０１】
　補修工程は、第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に対して摩擦攪拌接合を行う工程である。本実施
形態では、第二実施形態の補修工程とは異なり、図２２に示すように、小型回転ツールＧ
の攪拌ピンＧ２のみを第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に接触させた状態で摩擦攪拌を行う。本実
施形態では、筒状金属部材１の内周面１ｃにおける第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に対して摩擦
攪拌を行うため、仮に小型回転ツールＧのショルダ部Ｇ１を筒状金属部材１の内周面１ｃ
に接触させると小型回転ツールＧと筒状金属部材１との相対移動が阻害されて、摩擦攪拌
を円滑に実行できなくなるおそれがある。なお、小型回転ツールＧに替えて本接合用回転
ツールＦを用いて、攪拌ピンＦ２のみを第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２に接触させた状態で補修
工程を行ってもよい。
【０１０２】
　以上説明した第四実施形態に係る摩擦攪拌接合によっても第三実施形態と略同等の効果
を得ることができる。また、凹部４２を設けることにより、筒状金属部材１，１に対する
内側枠状補助部材４１の位置決めを容易に行うことができるとともに、内側本接合工程を
安定して行うことができる。また、本実施形態では、凹部４２に内側枠状補助部材４１を
配置するとともに仮接合工程を行うため、より安定して内側本接合工程を行うことができ
る。
【０１０３】
　また、補修工程を行うことで、内側枠状補助部材４１と筒状金属部材１，１とが突き合
わされて形成された第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２が摩擦攪拌される。これにより、筒状金属部
材１，１の水密性及び気密性を向上させることができる。また、本実施形態のように仮接
合工程を溶接によって行う場合、切除工程を行うと筒状金属部材１の内周面１ｃが変色し
ていたり、改質したりする場合があるが、補修工程を行うことでこれらの変色箇所や改質
箇所等の接合痕を補修することができる。
【０１０４】
　以上本発明の第四実施形態について説明したが、本発明の趣旨に反しない範囲において
適宜設計変更が可能である。例えば、第四実施形態では筒状金属部材１，１は円筒状を呈
する部材であったが、他の形状であってもよい。具体的な図示は省略するが、図１３を参
照するように、第四実施形態に係る摩擦攪拌接合の筒状金属部材１，１及び内側枠状補助
部材４１を矩形筒状としてもよい。
【０１０５】
［第五実施形態］
　次に、本発明の第五実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。第五実施形態
に係る摩擦攪拌接合方法は、筒状金属部材１，１の外側及び内側の両方から第一突合せ部
Ｊ１に対して摩擦攪拌接合を行う点で第一実施形態と相違する。第五実施形態に係る摩擦
攪拌接合方法では、特徴的な部分を中心に説明する。
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【０１０６】
　第五実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、外側本接合
工程と、内側本接合工程と、切除工程とを行う。
【０１０７】
　突合せ工程では、図２３に示すように、筒状金属部材１，１の端面１ａ，１ａ同士を突
き合わせる。また、突合せ工程では、第一突合せ部Ｊ１の外側に外側枠状補助部材１１を
配置するとともに、内側に内側枠状補助部材３１を配置する。
【０１０８】
　仮接合工程では、筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材１１とを溶接で仮接合する。
また、仮接合工程では、筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材３１とを溶接で仮接合す
る。
【０１０９】
　外側本接合工程は、第一実施形態に係る外側本接合工程と略同等である。外側本接合工
程によって、外側塑性化領域Ｗ１が形成される。
【０１１０】
　内側本接合工程は、第三実施形態に係る内側本接合工程と略同等である。内側本接合工
程によって、内側塑性化領域Ｗ３が形成される。内側本接合工程では、本接合用回転ツー
ルＦの挿入深さを、その先端が外側塑性化領域Ｗ１に入り込むように設定する。これによ
り、外側塑性化領域Ｗ１と内側塑性化領域Ｗ３とが重複する。
【０１１１】
　切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂら突出する外側枠状補助部材１１を切除す
るとともに、筒状金属部材１の内周面１ｃから突出する内側枠状補助部材３１を切除する
工程である。
【０１１２】
　以上説明した第五実施形態に係る摩擦攪拌接合方法によれば、外側塑性化領域Ｗ１と内
側塑性化領域Ｗ３とを重複させることができるため、第一突合せ部Ｊ１の深さ方向の全体
が摩擦攪拌される。これにより、筒状金属部材１，１の水密性及び気密性を高めることが
できる。
【０１１３】
　また、外側本接合工程及び内側本接合工程は、どちらを先に行ってもよい。第五実施形
態では、外側本接合工程を行うときは、内側枠状補助部材３１が裏当て材として機能する
。また、内側本接合工程を行うときは、外側枠状補助部材１１が裏当て材として機能する
。
【０１１４】
［第六実施形態］
　次に、本発明の第六実施形態に係る摩擦攪拌接合方法について説明する。第六実施形態
に係る摩擦攪拌接合方法は、筒状金属部材１，１の突合せ部Ｊ１に凹部３０，４２を設け
るとともに、当該凹部３０に外側枠状補助部材２１を配置し、当該凹部４２に内側枠状補
助部材４１を配置する点で第五実施形態と相違する。第六実施形態に係る摩擦攪拌接合方
法では、特徴的な部分を中心に説明する。
【０１１５】
　第六実施形態に係る摩擦攪拌接合方法では、突合せ工程と、仮接合工程と、外側本接合
工程と、内側本接合工程と、切除工程と、補修工程とを行う。
【０１１６】
　突合せ工程では、図２４に示すように、筒状金属部材１，１の端面同士を突き合わせる
。また、突合せ工程では、第一突合せ部Ｊ１の外側に形成された凹部３０に外側枠状補助
部材２１を配置するとともに、内側に形成された凹部４２に内側枠状補助部材４１を配置
する。
【０１１７】
　仮接合工程では、筒状金属部材１，１と外側枠状補助部材２１とを溶接で仮接合する。
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また、仮接合工程では、筒状金属部材１，１と内側枠状補助部材４１とを溶接で仮接合す
る。
【０１１８】
　外側本接合工程は、第二実施形態に係る外側本接合工程と略同等である。外側本接合工
程によって、外側塑性化領域Ｗ１が形成される。
【０１１９】
　内側本接合工程は、第四実施形態に係る内側本接合工程と略同等である。内側本接合工
程によって、内側塑性化領域Ｗ３が形成される。内側本接合工程では、本接合用回転ツー
ルＦの挿入深さを、その先端が外側塑性化領域Ｗ１に入り込むように設定する。これによ
り、外側塑性化領域Ｗ１と内側塑性化領域Ｗ３とが重複する。
【０１２０】
　切除工程では、筒状金属部材１の外周面１ｂら突出する外側枠状補助部材２１を切除す
るとともに、筒状金属部材１の内周面１ｃから突出する内側枠状補助部材４１を切除する
工程である。
【０１２１】
　補修工程では、切除工程によって露出する第二突合せ部Ｊ２，Ｊ２（図１２，２２参照
）に対して摩擦攪拌接合を行う工程である。
【０１２２】
　以上説明した第六実施形態に係る摩擦攪拌接合方法によれば、外側塑性化領域Ｗ１と内
側塑性化領域Ｗ３とを重複させることができるため、第一突合せ部Ｊ１の深さ方向の全体
が摩擦攪拌される。これにより、筒状金属部材１，１の水密性及び気密性を高めることが
できる。また、凹部３０，４２を設けることで、外側枠状補助部材２１及び内側枠状補助
部材４１の位置決めが容易となる。
【０１２３】
　また、外側本接合工程及び内側本接合工程は、どちらを先に行ってもよい。第六実施形
態では、外側本接合工程を行うときは、内側枠状補助部材４１が裏当て材として機能する
。また、内側本接合工程を行うときは、外側枠状補助部材２１が裏当て材として機能する
。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　　　筒状金属部材
　１ａ　　端面
　１ｂ　　外周面
　１ｃ　　内周面
　１０　　段差部
　１１　　外側枠状補助部材
　２１　　外側枠状補助部材
　３１　　内側枠状補助部材
　３０　　凹部
　４０　　段差部
　４１　　内側枠状補助部材
　４２　　凹部
　Ｊ１　　第一突合せ部
　Ｊ２　　第二突合せ部
　Ｆ　　　本接合用回転ツール
　Ｆ１　　連結部
　Ｆ２　　攪拌ピン
　Ｈ　　　小型回転ツール
　Ｗ１　　外側塑性化領域
　Ｗ２　　塑性化領域
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　Ｗ３　　内側塑性化領域
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